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合同入札監視委員会定例会議 議事概要 

 

 

１  開催日    令和６年 12月 20日（金） 

 

２  場  所    独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 1901会議室 

 

３  委  員（五十音順） 

         氏家宏海(弁護士)、金井貴嗣(大学名誉教授)、五艘隆志（大学准教授）、      

中田善久（大学教授）、中村豪（大学教授） 

 

４  審議対象期間  令和６年４月１日～令和６年９月 30日 

 

５  抽出件数 

入    札    方    式 抽 出 件 数 

工

事 

１ 落札率が高い契約       １件 

２ 一者応札・応募の契約       １件 

３ 指名競争入札       １件 

４ 入札方式にかかわらない抽出       １件 

業

務

等 

５ 落札率が高い契約       １件 

６ 一者応札・応募の契約    １件 

７ 一定の関係を有する法人との契約       １件 

抽 出 件 数（計）      ７件 

   

６  委員からの意見･質問及びそれに対する回答 

    個別抽出事案の審議内容は別紙のとおり。 

 

以  上 
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別 紙 

 意   見 ・ 質   問 回          答 

 【下高井地区守谷藤代線歩道補修他工

事】 

・入札経過を見ると、予定価格と１回目

の入札価格にかなりの乖離があるが、そ

の理由は何か。 

 

 

 

 

 

 

・県の積算基準を使ったといってもこ

れだけの乖離が生じてしまうものなの

か。 

 

 

 

 

 

・１回目の入札価格に対して落札決定

額がかなり下がっているが、受注者はこ

の金額できちんと履行できるのか。 

 

・昨今の物価高騰も乖離の要因ではな

いか。予定価格を作るときにどれくらい

の頻度で積算基準とか単価を更新して

いるのか。 

 

 

・１者応札になるのはやむを得ないの

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【令和６年度小規模修繕工事（東－１８

－２）】 

・ＵＲ賃貸住宅で、水道の不具合などが

あった場合、対応する業者は決まってい

るのか。 

 

・その修理費用はＵＲがだすのか。 

 

 

・受注者にヒアリングしたところ、受注者は

地元の小規模な会社で当機構の積算基準に

精通しておらず、受注実績のある地元県の積

算基準で積算した金額で入札されたとのこ

とでした。当機構と県の積算基準では工種に

よっては経費の考え方が異なる場合があり

ますので、それが乖離の生じた理由かと思わ

れます。 

 

・当機構の積算基準では、今回の工事は道路

工事になりますので、道路工の経費率を使っ

て積算しております。県の積算基準では、道

路工とは別に道路維持という経費率があり、

新設と維持では経費率にかなりの差があり

ます。詳細を聞いたわけではありませんが、

それを適用したものかと思われます。 

 

・受注者にヒアリングしたところ、直接、工

事とは関係のない経費の部分で節減して対

応できると聞いています。 

 

・積算基準については毎年更新しています。

資材単価に関しては年度ごとに更新するも

のと、ものによっては毎月の物価資料等を使

用して発注時点の最新の単価を採用してい

ます。 

 

・受注者以外の仕様書を受領した者にヒアリ

ングしたところ、工事の規模が小さいので参

加しなかったとのことでした。 

本件のような突発的に必要となる補修工

事は事前の告知等も難しく、入札参加者を増

やす策には限りがあるところですが、仕様書

で施工内容を分かりやすく示したり、余裕を

持たせた工期の設定など、できるだけ参加し

て頂きやすいよう工夫はしたところです。 

 

 

 

・本工事における小修理工事により対応して

おり、不具合等についてお問い合わせがあれ

ば、受注業者が駆けつけて対応いたします。 

 

・不具合発生の状況によります。不具合の原
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・本工事は２４時間対応ということだ

が、業者がずっと待機をしているという

ことか。 

 

 

 

 

 

・夜間も対応するということは、交代制

をとっている会社を前提としているの

か。 

 

 

 

・「造園」工事も夜間に対応する必要が

あるのか。 

 

 

 

・他の類似案件を見ると、１者応募が多

く、応募者を集めるのが難しい状況と見

えるが、公募が１回で決まらず再公募と

なったものは何件くらいあるのか。 

 

・参加業者が１者となっているものが

多く心配ではあるが、直ちに何らかの手

を打たなければならない状態まででは

ないとの認識でよいか。 

 

 

 

 

 

 

 

・２４時間対応ということで、通常の修

繕工事の発注とは違うと思うが、予定価

格の算定の際、何か変えているのか。 

 

 

・今回、「参加者の有無を確認する公募

手続」（以下、「確認公募」という。）を初

めて実施したとのことだが、この発注方

式をとる趣旨と何が改善されるのかを

教えて欲しい。 

因がお客様にある場合はお客様負担とさせ

て頂きますが、それ以外であればＵＲの負担

となります。 

 

・業者がずっと待機をしているというより、

２４時間対応できる体制を構築していると

いう意味になります。特定第一工区の受注業

者に緊急事故対応のための窓口を設けても

らい、お客様から緊急の連絡があった際、各

小修理の業者に連絡が行き、現場に駆けつけ

てもらうと言った流れになります。 

 

・交代制が前提とはしておりませんが、夜間

も対応できる体制をとってもらっているた

め、結果的に交代制となっております。３交

代制で体制を整え、緊急時に対応する業者も

おります。 

 

・夜間に出動する「造園」工事はあまり聞き

ませんが、倒木など危険な状況がある場合は

出動頂く必要があり、本工事はそういった内

容の契約となっております。 

 

・令和６年度に公募したものは約３００件あ

りましたが、再公募となったのは数件になり

ます。 

 

 

・その認識で問題ありません。ただ、公募に

際しては、業界内の技術者不足や職人不足、

２４時間対応等がネックになっていると認

識しております。 

・現在受注している事業者が、継続して公募

に参加して頂いている状況はありがたく、Ｕ

Ｒの事業の継続性からも重要であると考え

ております。公募条件につきましては、応募

者がいなくならないよう検討していきたい

と考えます。 

 

・夜間に実施しなければならない工事に関し

ては、夜間に対応した単価の設定や人工の考

え方など、日中の工事とは違ったものとして

算定を行っております。 

 

・確認公募の手続きは、１者応札を改善する

ためではなく、継続的に１者応札となってい

る公募案件について、発注者・受注者双方の

負担を減らすことが目的となります。 

 



4 

 

 

・今回の受注者も含め、同じ会社が多く

の案件を受注している。１者でこのよう

に多くの工事を受注できるものなのか。 

 

 

 

 

・単価契約とのことだが、物価スライド

には対応しているのか。 

また、物価上昇に伴う単価改定につい

て、具体的な定めはあるのか。 

 

【【ＵＲコミュニティ東日本】Ｒ０６グ

リーンスクエア大野台他２団地鉄部等

塗装工事】 

・過去の類似工事の状況を見ると、応札

者数も比較的多く、落札率も低いことか

ら、塗装業界は競争が働いているという

ことか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・低入札価格調査は予定価格の何％を

下回ると実施するのか。また、どのよう

な調査をするのか。 

 

 

 

 

 

【【ＵＲコミュニティ東日本】Ｒ０６新

柳沢他２団地ＭＢ減圧弁取替その他工

事】 

・当初、入札参加しようとしていた２者

が辞退した理由は何か。 

 

・過去の類似工事もあまりなく、めずら

しい工事とのことだが、参加業者も少な

いのか。 

 

 

 

 

・受注した業者はすべての工事を自社のみで

実施している訳ではなく、地域ごとに抱える

協力会社を使うことで工事を実施していま

す。受注者は、どこに協力会社がいるかを踏

まえ、立地的に近いエリアの団地の工事を受

注するケースが多いです。 

 

・毎年、単価の改定を行っております。刊行

物での単価見直しや業者から見積を取るこ

とで見直しを行っており、物価上昇などには

きちんと対応していると認識しております。 

 

 

 

 

・指名競争入札につきましては、工事種別ご

とに参加希望者をあらかじめ募って指名リ

ストを作成し、その中から発注案件ごとに参

加業者を指名するしくみとしていることか

ら、特に塗装業界の競争が激しいとの認識で

はありません。また、落札率につきましても、

高いものも低いものもございます。これは、

参加業者の工事受注状況やタイミングの影

響と推察されます。参加業者は、その時点で

の状況（技術者や職人の余り具合等）により、

落札するかしないかなどを考えて入札参加

しているものと思われます。 

 

・低入札価格調査を実施する金額（調査基準

価格）は、工種ごとに定められており、塗装

工事であれば、８５％未満の場合に実施しま

す。低入札価格調査では、入札価格が低くな

った要因やその会社の経営状況等を確認す

ることで、実際にその入札価格で工事ができ

るかを判断します。 

 

 

 

 

・施工体制が整わないため、本案件を辞退す

ることとなったと聞いています。 

 

・本工事は、居住中の賃貸住宅での断水を伴

う工事実施であること、狭い場所での作業が

必要なメーターボックスの工事であること

から、参加者が少なくなっていると考えられ

ます。 
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【Ｒ０６リバーピア吾妻橋ライフタワ

ー外壁修繕その他設計】 

・本件は指名競争入札だが、指名の基準

はどのようになっているのか。 

具体的にどのように指名するのかを教

えて欲しい。 

 

 

 

 

 

 

・業者の指名は機械的に行っていると

のことだが、業者にも得意分野があるは

ずなので、得意分野を活かせる指名の仕

方の方がいいのではないか。 

 

 

【令和６年度賃貸住宅等に係る比準賃

料調査等業務（東日本）】 

・過去の類似業務では、２者参加してい

るが、落札者でないもう１者も不動産鑑

定業者か。 

 

・この業務は不動産鑑定評価を行うも

のか。 

 

 

 

・過去から本件と同一業務を発注して

おり、落札率は概ね５０％前後である

が、予定価格の算定方法を見直したりし

ないのか。 

 

・本業務を業者がきちんと実施してい

るかどうかは、どのようにチェックして

いるのか。 

 

 

 

 

 

 

・本業務での調査対象住戸は年度ごと

に入れ替えたりするのか。 

 

・取引が活発な地区は時代の推移で変

わっていき、活発な取引がされる地区を

選定して調査した方がよい気もするが、

 

 

・指名競争入札の実施にあたっては、業務種

別ごとにあらかじめ参加希望者を募り、指名

リストを作成しております。 

・資料の中の「選定業者一覧表」に数字が書

かれた者が今回の指名業者で、発注案件があ

るごとに、この一覧表の上から順番に選んで

いくという形になります。業者の選定は機械

的に行うことで、恣意性がでないよう配慮し

ているところです。 

 

・入札制度は公平性が重要であるため、指名

競争入札の実施においては、機械的な対応を

取らざるを得ません。ただ、案件により一般

競争入札にしたりして、得意分野を活かせる

ような工夫も行ったりしているところです。 

 

 

 

・もう１者も不動産鑑定業者です。 

 

 

 

・本業務は不動産鑑定評価を行うものではな

く、不動産鑑定士が民間の取引事例と比較考

量した上で、ＵＲ賃貸住宅の家賃を調査する

業務になります。 

 

・調査業務の積算につきましては、国土交通

省の技術者単価に作業人工を掛け合わせて

算出していることから、適正な算定方法と認

識しております。 

 

・受注者が作成する調査報告書の内容を確認

しております。直近の民間取引事例を根拠と

しておりますので、調査を適切に実施した結

果だと考えております。 

・賃料相場については、ＵＲでも情報収集を

行っており、我々の持つ相場感と報告書の結

果に大きな差がないかの確認は常に行って

いるところです。 

 

・基本的には同じ住戸を対象としておりま

す。 

 

・すべての団地が調査対象になりますので、

取引が活発かどうかについては加味してお

りません。ＵＲの団地は市街地にあるので、
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取引が活発かどうかの観点で調査地区

を変えたりしないのか。 

 

 

 

 

 

・調査は団地単位で行っているのか。 

 

・調査で比準賃料が下がった場合、家賃

を下げることがあるのか。 

 

 

・意見だが、落札率が５０％前後という

ことなので、予定価格の算定について

は、住宅供給公社など同業者と確認し合

うことなども検討してもいいのではな

いか。 

 

【令和６年度西小山駅前周辺地区まち

づくり支援事業推進業務】 

・このような機構の所有地を含む地域

でのまちづくり支援事業だと、機構と一

定の関係がある者が受注する方が望ま

しいのか。 

 

・一定の関係がある者のほうが過去何

件も受注しているので業務を任せやす

いのではないか。 

 

 

・１者応札となった理由は何か。 

 

 

 

特に取引事例の取得に困っているという状

況ではございません。 

・比較対象とする民間の取引事例に関する物

件の条件（駅からの距離等）は、不動産鑑定

士が補正した上で算出していますので、問題

はないとの認識です。 

 

・団地単位で行っております。 

 

・あくまで、民間の近傍同種家賃に基づいて

家賃を算定しますので、下がることもござい

ます。 

 

・貴重なご意見として参考にさせて頂きま

す。 

 

 

 

 

 

 

・一定の関係がある者以外の会社が受注して

も特に問題ありません。 

 

 

 

・受注が継続すると受注者にもノウハウが蓄

積されるといった点はありますが、一方で、

異なる受注者であれば新しい視点で業務に

取り組んで頂けるという良さもあります。 

 

・受注者以外の仕様書を受領した者にヒアリ

ングしたところ、類似業務の実績がなかった

ことと、年度当初では大きい額の受注をした

いところ、本件は比較的小さな額だったので

参加しなかったと聞いております。 

以 上 


